
正社員・非正社員のバランスに対する考え方とその理由

○ 産業別では区々であるが、全体では、「正社員比率を高める必要がある」とする企業の割合が、「非正社員比率を高める必要があ

る」とする企業の割合を上回っている。

○ 「正社員比率を高める必要がある」理由としては、人材育成・能力開発や知識・技能・経験の承継を挙げる企業が多い。

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「構造変化の中での企業経営と人材のあり方に関する調査」（2013）、総務省統計局「平成22年国勢調査」
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正社員比率を高める必要があると考える理由（2013年）

正社員・非正社員のバランスに対する考え方（2013年）
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正社員制度において「多様な働き方」を導入している企業の割合（2013年）

○ 職種限定の正社員制度の導入企業は４割弱となっており、教育・学習支援、医療・福祉などのサービス業や建設業において高い割

合となっている。

○ 労働時間限定や勤務地限定はそれぞれ２割程度となっており、例えば、労働時間限定は、医療・福祉や宿泊業・飲食サービス業に

おいて高い割合となっている。

（出所）独立行政法人労働政策研究・研修機構「構造変化の中での企業経営と人材のあり方に関する調査」（2013）、総務省統計局「平成22年国勢調査」
（注）複数の働き方要素が限定されている正社員については、それぞれの要素に回答している。
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（参考）「多様な正社員」の導入企業の事例（総括表）

『「多様な正社員」の普及・拡大
のための有識者懇談会報告書』
（平成26年７月） 図表４
（厚生労働省作成資料）
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転職入職率と勤続年数別分布の推移

○ 一般労働者の転職の動向を示す「転職入職率」は、５～29人規模の企業では長期的に低下傾向にあるものの、中小企業は総じて高
い水準で推移。一方、1,000人以上の大企業においては、「転職入職率」が長期的に高まっている。
○ 一般労働者の勤続年数は、男女25～54歳において、「10年以上」の割合が低下してきている。
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（出所）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」

（注）「民営＋公営」のもの。

一般労働者の勤続年数別分布の推移（男女25～54歳）

0.0%
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14.0%

1991 94 97 2000 03 06 09 12

一般労働者の企業規模別転職入職率の推移

（出所）厚生労働省「雇用動向調査」

（注）一般労働者の転職入職率＝（一般労総者の転職入職者／１月１日現在の一般労働者数）×100。
転職入職者とは、入職者（調査対象期間中に事業所が新たに採用した者をいい、他企業からの出向者・

出向復帰者を含み、同一企業内の他事業所からの転入者を除く。）のうち、入職前1年間に就業経験の
ある者のことをいう。ただし、「内職」や1か月未満の就業は含まない。

（年）
（年）

1,000人以上
300～999人

5～29人
30～99人

100～299人

規模計

１年未満

１～２年

３～４年

５～９年

10年以上

（参考）一般労働者とは、常用労働者のうち「パートタイム労働者」又は「短時間労働者」（「１日の所定労働時間がその事業所の一般の労働者より短い者」又は「その事業所の一般の労働者より１週の所定

労働日数が少ない者」）以外の者をいう。
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（参考） 正規雇用者のうち、転職入職者の年齢と賃金の関係

○ 正規雇用者のうち、継続勤務者の賃金は、「年功賃金」により勤続年数に応じて上昇する傾向にある。一方、転職入職者の賃金は、

非正規労働者の賃金に似て、年齢に応じて上昇する傾向が弱い。

0
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200

250

～19歳 20～24 25～29 30～34 35～39 40～44 45～49 50～54 55～59

転職入職者（勤続年数５年以下の者）
の賃金

正規雇用者（平均）の賃金

継続勤務者の賃金

（出所）厚生労働省「平成23年版 労働経済の分析」 （元データ）厚生労働省「賃金構造基本統計調査」（2010年）
（注１）正規雇用者（平均）の賃金は、一般労働者の正社員・正職員の所定内給与を用いた。

（注２）継続勤務者の賃金は、一般労働者の正社員・正職員のうち、30～34歳層で勤続５年以上の労働者の所定内給与とし、以下、年齢階級が１つ上がるごとに勤続年数を５年以上引
き上げることで推計した（30歳未満については正規雇用者（平均）と同じとした）。
（注３）転職入職者の賃金は、一般労働者の正社員・正職員のうち勤続年数５年以下の労働者の所定内給与とした。

（20～24歳＝100.0）

（歳）
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（出所） 厚生労働省「就労条件総合調査」

（注１） 「年俸制」とは、適用者の能力や業績に対する評価に応じて、賃金を１年単位で決定するものをいう。

（注２） 2008年、2004年については、鉱業、採石業、砂利採取業は「鉱業」、運輸業、郵便業は「運輸業」、不動産業、物品賃貸業は「不動産業」、宿泊業、飲食サービス業は「飲食店、宿泊業」である。また、「学術
研究、専門・技術サービス業」及び「生活関連サービス業、娯楽業」の分類が存在しない。2003年については、「学術研究、専門・技術サービス業」、「宿泊業、飲食サービス業」、「生活関連サービス業、娯楽業」、
「教育、学習支援業」及び「医療、福祉」の分類が存在しない。また、運輸業、郵便業及び情報通信業は「運輸・通信業」であり、運輸業・郵便業に計上しているので注意を要する。

（注３） 「退職一時金制度なし」は、退職給付（一時金・年金）制度がある企業に対する割合及びそのうち退職一時金制度のみがある企業の割合を用いて算出。

賃金形態等の多様化の状況

○ 年俸制や出来高制を導入する企業の割合は減少傾向。

○ 退職一時金制度を導入していない企業の割合は、2003年と比べると、増加傾向にあり、特にサービス業において高い割合となっている。
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「雇用者」以外の就労形態の変化
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自営業主数、家族従業者数の推移

○ 男女ともに自営業主等の数は減少している。

○ 男性は一般雇無業主の数が減少しており、女性は家族従業者の数が大幅に減少。

（出所）総務省統計局「労働力調査（基本集計）」

（注）1955年から1975年、2005年から2010年の数値については、時系列接続数値を使用。2011年の数値については、補完推計値を使用。ただし、これらの年の「一般雇無業主」、「内職者」については、各
年の報告書の数値を使用（1955年から1970年、2011年については、便宜的に全て「一般雇無業主」としている）。
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小規模事業者数（法人数＋個人業主数）の推移

○ 小規模事業者数は、個人業主の減少などにより減少傾向にある一方、法人数は増加傾向にあり、小規模事業者数に占める法人数

の割合は上昇。
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（出所）中小企業庁「中小企業白書」掲載資料（総務省「事業所・企業統計調査」、総務省・経済産業省「平成24年経済センサス－活動調査」再編加工）より作成。

（注１）「小規模事業者」とは、常時雇用する従業員の数が20人（商業又はサービス業は５人）以下の法人又は個人業主をいう。

（注２）「事業所・企業統計調査」及び「平成24年経済センサス－活動調査」では、農林漁業に属する個人経営の事業所等が調査の対象から除かれていること、SOHOなど外観か

らでは捕捉が困難な事業所・企業が増加しており、そうした事業所・企業を必ずしも的確に把握できないこと等から、社（者）数が他の統計と乖離している。
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法 人

全 体
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（万人）
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年齢階級別自営業主数の推移

○ 全体の自営業主数が減少する中で、30～59歳の自営業主数が減少し、経営者の高齢化が進展。若年層の自営業主数が少ないままの場
合、自営業主数の更なる減少が予想される。
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（出典） 昭和59年及び平成６年は総務省「労働力調査特別調査」より、平成16年及び平成26年は総務省「労働力調査」より作成。
（注１）非農林業について集計。

（注２）自営業主とは、従業上の地位区分のうち「雇人のある業主」、「雇人のない業主」及び「家庭内職者」である人をいう。
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